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平成 26年 11月 21日 

株式会社国際協力銀行/独立行政法人日本貿易保険 

JBIC及び NEXIの環境社会配慮確認のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂検討に係る論点整理 

 

 

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

の目次 
目次の

小項目 ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝﾃｰ

ﾏ 
項

番 

(論点)見直しの必要
性についての検討ﾎﾟ

ｲﾝﾄ 
NGOの考え方（注１） 産業界の考え方（注２） JBIC/NEXIの考え方 改訂の方向性 

第一部         

3.環境社
会配慮確

認にかか

る基本的

な考え方 

(3) 環 境
社 会 配

慮 に 要

す る 情

報 
環境社会配

慮確認手続

き 
1. 環境社会配慮助言委

員会の設置 

【提言】 
12. 環境社会配慮助言委員会の設置 
JBIC/NEXI は､常設の第三者機関(環境社会配慮助言委員会)を設
置し､支援決定前の審査にあたって､助言を得ると同時に､支援決

定後のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの環境社会配慮に関する助言を得るべきである｡ 

 JBIC/NEXI は事業者が既に環境社会配慮への対応を含めて立
案した計画に基づき往々にして着手済のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける環

境社会配慮の実施状況を確認する立場にあること､更にｶﾃｺﾞﾘ

A については､第三者である外部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄも起用して環境ﾚﾋﾞｭｰ
を実施していることから､第三者機関を常設してﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ環境

審査を行う意義･必要性は見出せず､むしろ審査ﾌﾟﾛｾｽが複雑

化･長期化して､国際競争に晒され迅速な対応を求められる企

業の海外ﾋﾞｼﾞﾈｽ展開を阻害されることが懸念される｡ 
 他国 ECA で常設の第三者機関を設置している例は承知してお
らず､環境社会配慮助言委員会の設置はｲｺｰﾙ･ﾌｯﾃｨﾝｸﾞの原則が

確保されなくなる虞がある｡また､JBIC/NEXI には事後的な異
議申し立て制度も設けられており､適切な事後対応の制度を整

えられていると考える｡ 

 他国 ECA において､このような助言委員会を設置していると
ころはない｡民間ﾋﾞｼﾞﾈｽの機動性を損ない､本邦企業の競争力

を失わせる等の懸念があることから､助言委員会の設置は考え

ていない｡ 
 他方､事後的な異議申し立ての制度を設けており､適切な事後
対応の制度を整えている｡このような制度を設けている機関自

体､調査した主要 ECAでは JBIC/NEXI以外に EDCのみであ
り､ECAにおいては極めて少ないという認識｡ 

- 
 

 

(4) 環境
社 会 配

慮 の 適

切 性 を

確 認 す

る た め

の基準 

環境社会配

慮確認手続

き 
2. 

環境ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁにお

いて参照すべき国際

基準が改訂されたこ

とを受けての検討 

- 

 環境ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁまたは各 ECA ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにおいて代表的国際基
準として示されていない国際条約 ､宣言 ､概念等を ､

JBIC/NEXI のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝで規定･参照することは､本邦企業によ
るOECD加盟国企業との公平･対等な競争を阻害し､ｲｺｰﾙ･ﾌｯﾃｨ
ﾝｸﾞの原則が確保されなくなる虞がある｡ 

 また､ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁは競合関係にある OECD 加盟国の共通規範で
あり､基本的に環境ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁをﾍﾞｰｽにすべきと考える｡ 

【提言】 
 環境ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁ(以下｢環境 CA｣)の改訂を受け､適合すべき国際
基準を改訂する｡環境 CAの規定は､以下の通り｡ 
- 非ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ案件の場合は､世銀ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞﾎﾟﾘｼｰ又は

IFC ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(以下｢IFC PS｣)｡ただし､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲ
ﾅﾝｽと同等のｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽやﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに参加する主要金

融機関が IFC PSを採用している場合は､IFC PS｡ 
- ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽ案件の場合は IFC PS。 
- EHS ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｡対象ｾｸﾀｰに関する EHS ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝが存在しな
い場合は､適切な国際的に認知された基準｡ 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 「JBIC/NEXI の考え方」に
沿って改訂（JBIC：第１部
3.(4)、NEXI：3.(3)） 

【FAQ】 
 「国際的に認知された基準」
として環境CAに例示されて
いる基準を、FAQ1.1に記載。 

4. 環境社
会配慮確

認手続き 

(2) ｶﾃｺﾞ
ﾘ分類  

環境社会配

慮確認手続

き 
3. 調査段階に関与する

場合のｶﾃｺﾞﾘ分類 

【提言】 
1. 調査段階に関与する場合のｶﾃｺﾞﾘ分類 
JBIC/NEXI が開発事業の調査段階で支援を行う場合､本体工事
段階の影響に応じたｶﾃｺﾞﾘ分類を行うべきである｡ 

- 

 NGO からの提言で例示されている出資案件(DMICDC)は､調
査や許認可取得支援等を実施する企業に出資するものであり､

その後の開発を行うものではないことから､ｶﾃｺﾞﾘ分類は､出資

先が直接実施する業務を対象に行えば十分と認識｡ 
 調査後に､開発を伴う個別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの出融資を実施する場合
には､通常通り個別に環境ﾚﾋﾞｭｰを行う｡ 

【FAQ】 
 JBIC：FAQ2.1を追加。 
 NEXI：出資者となるｹｰｽが想
定されないため、FAQ は追
加しない。 

  

環境社会配

慮確認手続

き 
4. 

追加設備投資を伴わ

ない権益取得にかか

るｶﾃｺﾞﾘ分類 

【提言】 
2. ｢追加設備投資を伴わない権益取得｣をｶﾃｺﾞﾘCの例示から削除 
｢追加設備投資を伴わない権益取得｣をｶﾃｺﾞﾘ C に分類される例示
から削除するべきである｡ 

 現行のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの記載のままであっても環境影響を及ぼしや
すい特性や影響を受けやすい地域に該当すれば､ｶﾃｺﾞﾘ C に分
類する対象外となる｡一般的な｢通常特段の環境影響が予見さ

れないｾｸﾀｰ及びﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣の例として､当該｢追加設備投資を伴

わない権益取得｣をｶﾃｺﾞﾘ Cの分類例示とすること自体､特に削
除等は不要と考える｡ 

 現行の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝは､原則としてｶﾃｺﾞﾘ Cに分類される｢通常
特段の環境影響が予見されないｾｸﾀｰ及びﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣の例とし

て､追加設備投資を伴わない権益取得案件を挙げている｡しか

し､実際に環境影響が及んでいる場合は､｢特段の環境影響が予

見されない｣とは言えず､ｶﾃｺﾞﾘ Cには分類されない｡ 
 また､｢通常特段の環境影響が予見されないｾｸﾀｰ及びﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｣
であっても､｢影響を及ぼしやすい特性や影響を受けやすい地

域に該当するもの｣はｶﾃｺﾞﾘ C に分類する対象から除かれてい
る｡ 

 したがって､現行の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの記載のままで十分適切なｶﾃ
ｺﾞﾘ分類を行えており､修正の必要はないものと認識｡ 

 なお､実務的には､環境ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾌｫｰﾑにて現地住民等からの苦
情や現地環境当局からの改善指導､工事中止･操業停止命令等

の有無を確認する項目を設けており､環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの規定に基

づく適切なｶﾃｺﾞﾘ分類が行われるよう対応している｡ 

 既存の FAQで説明されてお
り、新たな追加は行わない。 
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ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

の目次 
目次の

小項目 ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝﾃｰ

ﾏ 
項

番 

(論点)見直しの必要
性についての検討ﾎﾟ

ｲﾝﾄ 
NGOの考え方（注１） 産業界の考え方（注２） JBIC/NEXIの考え方 改訂の方向性 

(3) ｶﾃｺﾞ
ﾘ別の環

境ﾚﾋﾞｭｰ 
環境社会配

慮確認手続

き 
5. 戦略的環境ｱｾｽﾒﾝﾄの

適用について 

【提言】 
3. 戦略的環境ｱｾｽﾒﾝﾄ(SEA)の適用 
JBIC/NEXI がﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ段階から関与する場合は､戦略的環境ｱｾｽ
ﾒﾝﾄ(SEA)を適用することを要件とするべきである｡ 
Ex事例 3DMIC 

 他国 ECA において採用されていない環境ｱｾ ｽ ﾒ ﾝ ﾄを､

JBIC/NEXI のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝで適用することは､本邦企業による
OECD 加盟国企業との公平･対等な競争を阻害し､ｲｺｰﾙ･ﾌｯﾃｨﾝ
ｸﾞの原則が確保されなくなる虞がある｡ 

 JBIC/NEXI は､個別ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを対象に出融資･付保を行ってお
り､戦略的環境ｱｾｽﾒﾝﾄ(SEA)はなじまない｡NGO の提言書で例
示されている DMICDC に対する考え方については､項番 3 参
照｡ 

 他方､世銀や JICAが実施している政府向けの融資等の場合は､
環境ﾚﾋﾞｭｰ時にどのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに資金が利用されるか特定されて

いないｹｰｽがあることから､このような場合に､今後､資金が流

れる可能性のある複数の開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの環境への影響を全体

的に把握するために､SEAを行っていると理解している｡ 

【FAQ】 
 JBIC：FAQ2.1を追加。 
 NEXI：出資者となるｹｰｽが想
定されないため、FAQ は追
加しない。 

  
環境社会配

慮確認手続

き 
6. 

投融資の意思決定時

点で､案件の性質上､

環境社会配慮確認に

必要な情報が十分に

揃っていない場合の

環境ﾚﾋﾞｭｰについて 

(意見) 
 意思決定後に環境ﾚﾋﾞｭｰを実施することの是非に関する検討事
項:  

1.意思決定後に環境ﾚﾋﾞｭｰが行われる場合､違反が増える可能性が
高い｡  
2.意思決定後の環境ﾚﾋﾞｭｰは適切に案件実施が行われる可能性が
低下することになる｡  
3. OECD ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁでは､意思決定に際して ESIA等の提出･ﾚﾋﾞｭ
ｰ･公開等が要件となっており､これらの要件に反することにな

る｡  
4. 他の ECA がどのような対応をしているのか､調査するべきで
ある｡ 
 意思決定後に環境ﾚﾋﾞｭｰを実施する際の検討事項:  
5. 意思決定前のｶﾃｺﾞﾘ分類は想定される最も大きな影響に基づい
て行われるべき｡  
6. ｶﾃｺﾞﾘ分類結果公開時に､環境ﾚﾋﾞｭｰを意思決定後に行う理由を
公開するべき｡  
7. ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施機関の環境社会配慮ｼｽﾃﾑや事業予定地域の環境
社会配慮ﾘｽｸ等について意思決定前に環境ﾚﾋﾞｭｰを行うべきであ

る｡  
8. 上記 7の環境ﾚﾋﾞｭｰに用いた文書を意思決定前に公開するべき
である｡  
9. 上記 7 の環境ﾚﾋﾞｭｰ結果は意思決定後､すみやかに公開するべ
きである｡  
10. EIA等の環境社会配慮関連文書の提出期限は最長でも意思決
定後 3年以内とするべき｡左記提出期限は上記環境ﾚﾋﾞｭｰ結果に含
めて公開するべきである｡  
11. 意思決定後に上記 10の文書が提出された場合は､それらの文
書を公開するべきである｡左記文書の環境ﾚﾋﾞｭｰ結果は､環境ﾚﾋﾞｭ

ｰ後に公開するべきである｡  
12. 意思決定時に合意された期限内に EIA 等の環境社会配慮関
連文書が提出されない場合は､JBIC/NEXI は支援を停止するべ
きである｡ 

 昨今の我が国のｴﾈﾙｷﾞｰ情勢を踏まえ､日本が輸入するｴﾈﾙｷﾞｰ資
源価格の低下に繋げることも意識し､今後､(資源権益価格が比
較的廉価な)早期の段階で資源権益を取得する案件が出てくる
ものと思われる｡ 

 一方､現在の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは､環境影響評価書が未作成段階
での権益取得等の資金ﾆｰｽﾞへの対応は想定していないと思わ

れるため､日本の輸入するｴﾈﾙｷﾞｰ資源価格の低廉化に繋げるべ

く､上記のような資金ﾆｰｽﾞについても､一定の環境影響評価を

実施する､あるいは融資実行後に実施する環境影響評価におい

て不適切な結果が出た場合には強制償還とすること等により

環境影響評価書が未作成の段階でも融資可能とするなど実態

に即した支援が受けられるようにして頂きたい｡ 

【提言】 
 案件の性質上､投融資の意思決定が必要な時点(借入人に資金
需要が発生している時点)で､EIA等の情報が揃っておらず環境

ﾚﾋﾞｭｰを行う段階にない場合､意思決定後に環境ﾚﾋﾞｭｰを実施す

ることを前提に､意思決定を行うことを可能とする｡ 
 IFCも､同様の対応を可能としていると理解｡ 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 「JBIC/NEXI の考え方」に
沿って改訂（JBIC：第１部 1
及び 6、NEXI：4）。 

 
【FAQ】 
FAQ2.4を追加（意思決定後に
環境ﾚﾋﾞｭｰを行う場合の考え方

を記載）。 
 意思決定前にも可能な範囲
で環境ﾚﾋﾞｭｰを行い、ｽｸﾘｰﾆﾝ

ｸﾞﾌｫｰﾑに記載される情報の

他、可能な範囲で情報公開を

実施。 
 環境ﾚﾋﾞｭｰの実施までは、ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄの開発等を行わない

ことを契約上明記。 
 意思決定後の環境ﾚﾋﾞｭｰ時に
は通常の環境ﾚﾋﾞｭｰと同様の

情報公開を実施。 
 環境ﾚﾋﾞｭｰの結果、適切な環
境社会配慮を確認できなか

った場合には、貸付等の実行

の停止や期限前償還を求め

る。 

5. 本行の
環境社会

配慮確認

にかかる

情報公開  

(2) 情報
公開の

時期と

内容 
情報公開 7. 意思決定後の環境関

連文書の公開 

【提言】 
5. 環境関連文書のｳｪﾌﾞｻｲﾄでの情報公開及び意思決定後の掲載継
続 
環境関連文書はｳｪﾌﾞｻｲﾄでの情報公開を原則とし､意思決定後も

掲載するべきである｡ 
追加:環境関連文書が借入人/実施者のｳｪﾌﾞｻｲﾄで公開されている
場合は､その URLにﾘﾝｸを張ることによる公開を可とする｡ 

 JBIC/NEXI が支援する商業ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは厳しい競争に晒されて
おり､商業上の機密また競争関係等に十分な配慮が必要である

こと､更にはﾃﾛによる襲撃をも考えなければならないことを､

常にご配慮を頂きたい｡これを阻害しない範囲での意思決定後

の環境関連文書の公開は問題ない｡ 

 JBIC/NEXI ｳｪﾌﾞｻｲﾄ全体の利便性･予算等を総合勘案して検討
する必要がある｡当面は､求めがあった場合に個別に公開する

方針としたい｡ 

【継続検討】 
 「JBIC/NEXI の考え方」の
通り継続検討。 

 

情報公開 8. 環境関連文書 (EIA
等)の翻訳版の公開 

【提言】 
6. 環境関連文書の翻訳版の公開 
JBIC/NEXI が環境ﾚﾋﾞｭｰにおいて環境関連文書の翻訳版を参照
した場合は､翻訳版を公開するべきである｡ 
Ex事例 4 ﾊﾞﾀﾝ石炭火力発電 

 JBIC/NEXIの環境審査は､EIA等のみではなく､質問状や現地
確認により総合的に行われると理解しているが､翻訳版に万一

誤記がある場合や部分訳(費用対効果で必要部分のみ翻訳)を一
般公開したことにより誤解を生ずる懸念があり､ｵｰｿﾗｲｽﾞされ

た文書が公開されるべきと考える｡ 

 環境関連文書の翻訳版は､IFCや他国 ECAも公開しておらず､
他国とのｲｺｰﾙﾌｯﾃｨﾝｸﾞの観点から､翻訳版の公開は考えていな

い｡ 

【FAQ】 
 FAQ2.11を追加。 
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情報公開 9. ｶﾃｺﾞﾘ分類結果の公

開内容 

【提言(2014年 6月 16日追加)】 
 EIA 及び環境許認可証明書が提出されていない場合は､ｶﾃｺﾞﾘ
分類結果に有無及び理由を記載するべきである｡別の方法を用

いて環境ﾚﾋﾞｭｰを行う場合は､該当文書を公開するべきである｡ 
 理由:ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは当該文書の公開は要件となっており､ｱｶｳﾝﾀ
ﾋﾞﾘﾃｨ確保の観点から､提出されていない場合の有無･理由説明

や代替文書公開は必要｡ 

 

 EIA が作成されない北米の非在来型の油ｶﾞｽ開発案件では､個
別の井戸の掘削許可に係る申請書類一式を開示している｡ 

 EIA及び環境許認可証明書が提出されないｶﾃｺﾞﾘ A案件につい
ては､資料の提出がない旨及びその理由､また､EIA 以外の代替
資料でﾚﾋﾞｭｰする場合で､その代替資料が一般に公開されてい

る場合には､その代替資料を公開する｡ 

【運用改善】 
 「JBIC/NEXI の考え方」に
沿った運用を行う。ただし、

代替資料は、商業上の秘密に

当たる部分を除き公開する。 

情報公開 10. 

ｶﾃｺﾞﾘFIのｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄのｶﾃｺﾞﾘ分類およ

び環境関連文書の公

開 

【提言】 
7. ｶﾃｺﾞﾘ FIのｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関する情報公開 
ｶﾃｺﾞﾘ FI案件で､金融仲介機関がｶﾃｺﾞﾘ A及び Bに相当するｻﾌﾞﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄに投融資を行う場合は､その投融資契約が行われる前に､

JBIC/NEXI は､そのｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのｶﾃｺﾞﾘ分類及び環境関連文書
を公開するべきである｡また､金融仲介機関の投融資決定後､

JBIC/NEXI は金融仲介機関の環境ﾚﾋﾞｭｰ結果を公開するべきで
ある｡ 
Ex事例 3DMIC 

 現状の JBICによるｶﾃｺﾞﾘ FIの情報公開は､IFC等における取
扱いと同様と理解しており､問題があるとは思えない｡ 

 また､ｶﾃｺﾞﾘ FI 案件の場合､仲介金融機関に環境審査能力があ
るｹｰｽでは仲介金融機関が JBIC環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに沿った環境ﾚﾋﾞ
ｭｰを行っているので､これに関する情報公開は環境ﾚﾋﾞｭｰを実

施した当事者である仲介金融機関に任せるべきであり､JBIC
自身が情報公開を行うことは､審査ﾌﾟﾛｾｽが複雑化･長期化し

て､国際競争に晒され迅速な対応を求められる企業の海外ﾋﾞｼﾞ

ﾈｽ展開を阻害されることが懸念される｡ 

 ｶﾃｺﾞﾘ FI のｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄであっても､JBIC が直接環境ﾚﾋﾞｭｰを
行う場合は､環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに基づく情報公開を行っている｡ 

 金融仲介機関の環境社会配慮確認能力が確認でき､環境ﾚﾋﾞｭｰ
を同機関に委ねる場合は､情報の取り扱いも金融仲介機関に委

ねているが､これは IFC における扱いと同じと理解｡現状の取
り扱いで十分であり､変更することは考えていない｡ 

【運用改善】 
 JBIC： 
 ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを JBIC が

ｶﾃｺﾞﾘ分類・環境ﾚﾋﾞｭｰ

する際は、FI のｻﾌﾞﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄであることが分か

るよう、ｳｪﾌﾞｻｲﾄ上に明

記する。 
 ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの環境ﾚﾋﾞｭ

ｰを仲介金融機関に委ね

る場合で、当該機関が環

境社会配慮確認に関す

る情報公開を行ってい

る場合、当該公開情報に

対して JBIC ｳｪﾌﾞｻｲﾄか
らもﾘﾝｸを貼る。 

 NEXI：FI が存在しないた
め、該当なし。 

情報公開 11. 国際的基準等との乖
離がある場合の背

景･理由等の公開 

【提言】 
9. 国際的基準等との乖離がある場合の背景･理由等の公開 
国際的基準やｸﾞｯﾄﾞﾌﾟﾗｸﾃｨｽ等と比較検討し大きな乖離がある場

合は､その背景･理由等を環境ﾁｪｯｸﾚﾎﾟｰﾄの結果に記載するなどの

形で公開するべき｡ 

 そもそも環境 ﾚ ﾋ ﾞ ｭ ｰ 結 果の公表を実施していない
ECA(Hermes ･ KEXIM)が あ る な か ､ 現 状 に お い て も
JBIC/NEXI の情報公開は先進的であり､これらの国の企業と
のｲｺｰﾙ･ﾌｯﾃｨﾝｸﾞの観点より､現状以上の環境ﾚﾋﾞｭｰ結果の過度

な公開は不要と考える｡ 

 他国ECAが公開している環境ﾚﾋﾞｭｰの内容を参考に､他国ECA
とのｲｺｰﾙﾌｯﾃｨﾝｸﾞの考えに基づき検討｡ 

【継続検討】 
 OECD 事務局による情報公
開の内容に関する蓄積を待

った上で検討する。 
 

情報公開 12. 環境ﾚﾋﾞｭｰ方法等の
公開 

【提言(2014年 6月 16日追加)】 
 EIA 及び環境許認可証明書を用いずに環境ﾚﾋﾞｭｰを行った場合
は､環境ﾚﾋﾞｭｰ結果に有無･理由･代替方法を記載するべきであ

る｡ 
 理由:ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは当該文書を用いた環境ﾚﾋﾞｭｰが要件となっ
ており､ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨ確保の観点から､当該文書を用いていない

場合の有無･理由･代替方法の説明は必要｡ 

 
 EIA 及び環境許認可証明書を用いずに環境ﾚﾋﾞｭｰを行ったｶﾃｺﾞ
ﾘ A案件については､環境ﾚﾋﾞｭｰ結果に､その旨、その理由､及び
代替方法を記載することとする｡ 

【運用改善】 
 「JBIC/NEXI の考え方」に
沿った運用を行う。 

情報公開 13. ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施前の現
況値の公開 

【提言(2014年 6月 16日追加)】 
 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施前の現況値が既に環境基準値を上回っている場
合は､環境ﾚﾋﾞｭｰ結果にその旨を記載するべきである｡ 

 理由:ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは累積的影響を考慮することが要件となって
おり､現況値が既に環境基準値を上回っている場合は特に重点

的な対策が必要｡ 

  他国ECAが公開している環境ﾚﾋﾞｭｰの内容を参考に､他国ECA
とのｲｺｰﾙﾌｯﾃｨﾝｸﾞの考えに基づき検討｡ 

【継続検討】 
 OECD 事務局による情報公
開の内容に関する蓄積を待

った上で検討する。 
 

情報公開 14. 英語版のｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾌｫ
ｰﾑの公開 

【提言】 
10. 英語版の環境ﾚﾋﾞｭｰ結果へのｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾌｫｰﾑ添付 
ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾌｫｰﾑが英語で JBIC/NEXI に提出されている場合は､公
開する環境ﾚﾋﾞｭｰ結果の英語版にもｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾌｫｰﾑを添付するべき

である｡ 

 JBIC/NEXI 側でご検討頂く事項と理解｡ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施者側の
負担がこれまで以上に増えることのないようご留意頂きたい｡ 

 日本語版･英語版いずれの環境ﾚﾋﾞｭｰ結果にも､受領したｽｸﾘｰﾆﾝ
ｸﾞﾌｫｰﾑを添付することとする｡ 

【運用改善】 
 「JBIC/NEXI の考え方」に
沿った運用を行う。 

情報公開 15. JBIC/NEXI によるﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ確認の結果の

公開 

【提言】 
11. JBIC/NEXIによるﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ確認の結果の公開 
ｶﾃｺﾞﾘ A のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて､事業者から入手した環境社会ﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞ報告書を入手次第速やかに公開し､また JBIC/NEXI が自ら行
なうﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果を公開するべきである｡ 

 JBIC/NEXI が支援する商業ﾍﾞｰｽのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは厳しい競争に晒
されており､商業上の機密また競争関係等に十分な配慮が必要

であることを､常にご配慮を頂きたい｡現地において一般に公

開されておらず､他国 ECAも公表していないﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果を公
開することは､本邦企業による OECD 加盟国企業との公平･対
等な競争を阻害し､ｲｺｰﾙ･ﾌｯﾃｨﾝｸﾞの原則が確保されなくなる虞

がある｡ 

 ECA自身が行ったﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果については､他国ECAも公表し
ておらず､ｲｺｰﾙﾌｯﾃｨﾝｸﾞの観点から､JBIC/NEXI が実施したﾓﾆﾀ
ﾘﾝｸﾞ結果の公開は考えていない｡ 

 他方､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施主体が行ったﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果については､その
ﾓ ﾆ ﾀ ﾘ ﾝ ｸ ﾞ結果が実施国で一般に公開されている場合､

JBIC/NEXIの HPで公開すると規定している｡ 

－ 
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情報公開 16. ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果のｽﾃｰｸﾎ
ﾙﾀﾞｰへの公開 

【提言】 
21. ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果のｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰへの公開 
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果の公開に関する項目では､｢ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果は､当該ﾌﾟﾛ

ｼﾞｪｸﾄに関わるｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰに公開されていなければならない｣とす

るべきである｡ 

 JBIC/NEXI が支援する商業ﾍﾞｰｽのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは厳しい競争に晒
されており､商業上の機密また競争関係等に十分な配慮が必要

であることを､常にご配慮を頂きたい｡現地において一般に公

開されておらず､他国 ECAも公表していないﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果を公
開することは､本邦企業による OECD 加盟国企業との公平･対
等な競争を阻害し､ｲｺｰﾙ･ﾌｯﾃｨﾝｸﾞの原則が確保されなくなる虞

がある｡ 

 他国 ECAにおいて､ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果の公開を義務付けている機関
はなく､ｲｺｰﾙﾌｯﾃｨﾝｸﾞの観点から､公開を義務付けることは考え

ていない｡ 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果の公開を事業者
に促す旨を追記（JBIC：第
１部 5.(2)、NEXI：6）。 

【FAQ】 
 FAQ2.11を追加。 

第二部             

1. 対象ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄに

求められ

る環境社

会配慮  

対策の

検討 

各論 17. 代償措置に関する要
件 

【提言】 
13. 代償措置に関する要件 
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの厳格化､整合性確保､明確化のために､｢代償措置は､回

避措置や最小化･軽減措置をとってもなお影響が避けられない場

合に限り検討が行われるものとする｡｣の後に､｢技術的に可能な

範囲で十分な回避措置や最小化･軽減措置がとられたかどうか

と､ﾉｰﾈｯﾄﾛｽで代償が十分に達成されているかどうかを検証する

ために独立した第三者による監査を得る｡ただし､自然保護や文

化遺産保護のための指定地域に重大な影響を及ぼす場合や､重要

な自然生息地または重要な森林の著しい転換または著しい劣化

を伴う場合には融資対象外とする｡｣と明記すべきである｡ 
Ex事例 2 ﾎﾞｶﾞﾌﾞﾗｲ炭鉱拡張事業 

 環境ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁでは代償措置についてﾉｰﾈｯﾄﾛｽまで求めておら
ず､実務上ﾉｰﾈｯﾄﾛｽの実現は難しい課題と認識している｡ これ
をｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに記載し､一律に義務化することは実効性が無く､

かかる状況を踏まえ､現行のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを改訂する必要はないと

考える｡ 
 また､自然保護や文化遺産保護のための指定地域に重大な影響
を及ぼす場合や､重要な自然生息地または重要な森林の著しい

転換または著しい劣化を伴う場合には､現行ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにおいて

もｶﾃｺﾞﾘｰ A に分類されて環境ﾚﾋﾞｭｰが実施されるため､十分な
環境社会配慮は確保されると考える｡ 

 NGO提言の前段(独立した第三者による監査)については､IFC 
PS (PS6)､世銀 SP いずれにおいても､代償措置についてその
ような監査を求めていない｡また､環境 CA にもそのような規
定はなく､他国 ECA で同様の手続きをとっているところはな
いと理解｡国際的にみて過度な手続きであり､環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに

盛り込むべきではない｡ 
 NGO 提言の後段(一定の場合を融資対象外とすることの明記)
については､現行の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにおいても､｢ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは､重

要な自然生息地または重要な森林の著しい転換または著しい

劣化を伴うものであってはならない｣との規定が存在してお

り､不要と考える｡さらに､この規定は世銀 SP の考え方を元
に､前回の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂において追記されたものである

が､現行の IFC PS は､そのような転換又は劣化を直ちに否定
するのではなく､代償措置も含めた総合的な判断を認めてい

る｡また､世銀 SPも現在包括的な見直しを行っているところ、
国際基準との整合や､他国 ECA とのｲｺｰﾙﾌｯﾃｨﾝｸﾞを考えると､
世銀 SPを参照する場合は世銀 SPの､IFC PSを参照する場合
は IFC PS の考え方に基づく運用ができるようにするのが望
ましい｡ 

 一般論として､環境社会配慮の内容に関する詳細を環境ｶﾞｲﾄﾞ
ﾗｲﾝに盛り込むことは､将来的に国際基準との齟齬を生じさせ

かねないﾘｽｸを生じさせる｡環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝには､国際基準とし

て確立した内容を盛り込み､詳細や新たな議論については国

際基準を参照することで運用･導入していくことが望ましい｡ 

－ 

 

各論 18. 

(項番 17に関連し) 
FAQに記載している
文言や定義のｶﾞｲﾄﾞﾗ

ｲﾝ本文への明記 

【提言(2014年 7月 16日追加)】 
 項番 17 に関連して､現行のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの第二部の生態系及び生
物相の項目における｢重要な自然生息地｣や｢重要な森林｣､そし

て｢著しい転換｣や｢著しい劣化｣などの定義の明確化のため､

FAQ に記載している文言や定義をｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ本文に明記すべ
き｡ 

 現行では､これらの重要な文言について､担当者において恣意
的な解釈が行われている状況にあると認識しており､重要な生

息地や重要な森林等に関する共通認識に基づく､適正な解釈を

行えるようにするため｡ 
Ex.ﾎﾞｶﾞﾌﾞﾗｲ石炭鉱山拡張事業 

 重要な自然生息地または重要な森林の著しい転換または著し
い劣化を伴う場合には､現行ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにおいてもｶﾃｺﾞﾘｰ A に
分類されて環境ﾚﾋﾞｭｰが実施されるため､十分な環境社会配慮

は確保されると考える｡ 
 環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ本文は国際基準と常に整合しているべきであり､

FAQ 等で補完するかたちの方が､国際基準の改訂等に機動的･
適切に対応できると考える｡ 

 文言の詳細な定義を環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに掲載することは、将来的に
国際基準との齟齬を生じさせかねないことから、行わない。 

 JBIC/NEXI としては、環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの「恣意的な解釈が行わ
れている」とは考えていない。一方、ｳｪﾌﾞｻｲﾄに掲載されてい

る FAQの内容が広く知られていない場合があるのは事実であ
り、環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ本文には盛り込まないものの､環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

の冊子の巻末やｳｪﾌﾞｻｲﾄ上に参考情報として追加する等を検

討｡ 

【運用改善】 
 JBIC：「JBIC/NEXIの考え
方」第２段落にある通り、

FAQ を環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの冊子
巻末に添付する。 

 NEXI：ｳｪﾌﾞｻｲﾄの掲載の工夫
またはｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ冊子の作成

を検討する。 

検討す

る影響

のｽｺｰﾌﾟ 

各論 19. 検討すべき影響への
不可分一体事業の影

響の追加 

【提言】 
16. 検討すべき影響への不可分一体事業の影響の追加 
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｢対象ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに求められる環境社会影響｣の｢検討すべ

き影響｣に不可分一体事業の影響を追加するべきである｡ 
Ex事例 1 ｽﾎﾟﾚｯｸ水力発電所 

 他国 ECA にて検討されていない環境影響ｽ ｺ ｰ ﾌ ﾟを ､

JBIC/NEXI のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝで対象とすることは､本邦企業による
OECD 加盟国企業との公平･対等な競争を阻害し､ｲｺｰﾙ･ﾌｯﾃｨﾝ
ｸﾞの原則が確保されなくなる虞がある｡ 

 一方､既に環境ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁ等にて改訂された内容に整合するも
のについては､その限りではない｡ 

 現行の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ上､検討すべき影響のｽｺｰﾌﾟについて｢ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄの直接的､即時的な影響のみならず､合理的と考えられる

範囲で､派生的･二次的な影響､累積的影響も含む｡｣(p.13)とな
っており､実務面では現状においても確認してきている。 

 他方、前回の環境 CA改訂時に associated facility（注）が明記
されたことを受け､環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにも追記することを検討す

る｡ 
（注）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの要素ではないものの、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄがなければ建

設又は拡張されなかった施設で、かつﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施に不

可欠な施設。 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 「JBIC/NEXI の考え方」第
２ 段 落 に 沿 っ て 改 訂

（ JBIC：第２部 1.(3)、
NEXI：別紙１）。 

 
【FAQ】 
 FAQ2.5において、追加した
文言に関する考え方を説明。 

法令、基

準、計画

等との

整合 各論 20. 

「政府が法令等によ

り自然保護や文化遺

産保護のために  特
に指定した地域」の

定義 

【提言(2014年 7月 16日追加)】 
 「政府が法令等により自然保護や文化遺産保護のために特に
指定した地域」に､保護すべき対象として指定されている地点

や区域､群落等も含むことを明記すべき｡ 
 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに示されている｢自然保護や文化遺産保護のために特
に指定した地域｣には､指定されている群落や個々の区域､地点

 現行ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ上も､政府が法令等により指定したものであれ
ば､地点や区域､群落も｢政府が法令等により自然保護や文化遺

産保護のために特に指定した地域｣に含まれるものと理解して

いる｡ 

 現行の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの規定は、IFC PS（PS6 ﾊﾟﾗｸﾞﾗﾌ 20）や
世銀 SP（OP 4.04 Annex A）の内容と整合的であり、特段の
追記を行う必要性はないものと認識。 

－ 
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などを含まないのではないかといった説明も行われる状況に

あり､これらも含むことを明確にしたい｡ 

社会的

合意及

び社会

影響 
 

各論 
  

21. 地域社会･労働者の
安全･保安に関する

要件 

【提言】 
20. 地域社会･労働者の安全･保安に関する要件 
｢保安要員の利用､あるいは要請･黙認による当該国の軍･警察に

よる､地域住民･労働者に対する安全に対する脅威を及ぼさない

こと｣を要件とするべきである｡ 

 JBIC/NEXI のﾁｪｯｸﾘｽﾄに既に反映されている事項であり､特に
見直す必要はないと考える｡また､OECD環境ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁで求め
られている以上の基準等を､JBIC/NEXI のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝで規定･参
照することは､実効性を伴わない上､本邦企業による OECD 加
盟国企業との公平･対等な競争を阻害し､ｲｺｰﾙ･ﾌｯﾃｨﾝｸﾞの原則

が確保されなくなる虞がある｡ 
 既に実施されている国際的基準を参照する形を採る事で､個別
案件ごとの異なる事情に応じた柔軟な対応が可能となる枠組

みになっていると考える｡ 

 保安要員等の利用については、環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ本文では記載して
いないが、各ﾁｪｯｸﾘｽﾄの労働環境の項に｢④ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関係す
る警備要員が､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ関係者･地域住民の安全を侵害するこ

とのないよう､適切な措置が講じられるか｡｣の確認項目が含ま

れており､個別案件ごとに確認を行ってきている｡ 
 保安要員等の利用に伴う影響は、社会影響の一要素と理解して
おり、「検討する影響のｽｺｰﾌﾟ」への追記を検討。 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 「JBIC/NEXI の考え方」第
２ 段 落 に 沿 っ て 改 訂

（JBIC：第２部 1.(3)及び 5.、
NEXI：別紙１(3)及び別添
２）。 

【FAQ】 
 FAQ2.6を追加。 

 

 各論 22. 

企業の社会的責任を

求める指針『OECD
多国籍企業ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ

ﾝ』に対する注意喚起

について 

-  

【提言】 
 環境 CA 改訂により､公的輸出信用の申請に関与する適切な主
体の間で『OECD 多国籍企業ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ』が認識されるよう､
OECD 参加国が促すことが追記された｡現行の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝで
は､上記ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに係る記載はないことから､環境CAを踏まえ
た文言を追記する｡ 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 「JBIC/NEXI の考え方」に
沿って、環境 CAに記載され
ている内容を環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

に盛り込む（JBIC：第１部
3.(1)及び 4.(3)、NEXI：2.及
び 3.(3)）。 

【FAQ】 
 日本の連絡窓口について、

FAQ2.2を追加。 

生 態 系

及 び 生

物相 

各論 23. 第三者による認証の
取得 

【提言(追加)】 
自然生息域または森林の著しい転換または著しい劣化が生じる

恐れのある地域のある地域の一次産品を調達する場合は､第三者

による認証を取得しなければならない｡ 

 第三者による認証の取得を､JBIC/NEXI のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに盛り込
むことは､本邦企業による OECD 加盟国企業との公平･対等な
競争を阻害し､ｲｺｰﾙ･ﾌｯﾃｨﾝｸﾞの原則が確保されなくなる虞があ

る｡ 

 NGOの提言は､IFC PS6パラグラフ 30を元にしたもの。同パ
ラグラフは、一次産品の調達先に係る評価を行うための体制

をﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施主体者の環境社会管理システム（ESMS）の一
部として盛り込むよう求めている。提言にある「第三者によ

る認証」は、求められる評価体制の一部である、調達先を制

限する際の手法の一つとして例示されているもの。また、同

パラグラフは、顧客（借入人）が調達先に対する影響力を行

使できる場合に適用されるものであり（IFC PS1 パラグラフ
10）、全てのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで適用されるものではないと理解。 

 提言内容は、IFC PSの中でも細部に及ぶ内容であり、またﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄ実施主体者に義務付けられている事項でもないことか

ら、この部分を抜き出して環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに規定することは適

切ではない｡ 

－ 

非自発

的住民

移転 

各論 24. 
「大規模非自発的住

民移転」の範囲の明

示化 

【提言(2014年 7月 18日追加)】 
各該当部分において､下線を付した文言を追記すべきである｡  
(1)【第 1部】｢4. 環境社会配慮確認手続き (3) ｶﾃｺﾞﾘ別の環境ﾚﾋﾞ
ｭｰ｣における文言を｢大規模非自発的住民移転及び生計手段の喪

失が発生するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの場合にあっては住民移転計画(第 2部 1(. 
非自発的住民移転)の項参照)……(中略)……がそれぞれ提出され
なければならない｡｣とする｡  
(2)【第 2部】｢1. 対象ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに求められる環境社会配慮 (非自
発的住民移転)｣における文言を｢大規模非自発的住民移転及び生
計手段の喪失が発生するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの場合には､住民移転計画が､

作成､公開されていなければならない｡｣とする｡ 

 JBIC/NEXI のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにおいて､生計手段の喪失は非自発的
住民移転と同様に扱われ､ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ第 1部及び第 2部に追記し
なくとも､現状でも確認が行われている項目と理解している｡ 

 一方､既に改訂されている国際基準に整合する改訂であれば特
段の異存はない｡ 

 実務的には、生計手段の喪失も非自発的住民移転の一形態と
して環境ﾚﾋﾞｭｰやﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを行っている。明確化のため、非自

発的住民移転に、生計手段の喪失を併記する方向で検討する。 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 「JBIC/NEXI の考え方」第

2段落に沿って改訂（JBIC：
第１部 4.(3)及び第２部
1.(7)、NEXI：3.(3)及び別紙
1(7)）。 

各論 25. 移転･補償合意文書
に関する要件 

【提言】 
18. 移転･補償合意文書に関する要件 
非自発的住民に伴う移転･補償の合意にあたっては､対象者は移

転及び補償内容に対する合意書の内容を理解していなければな

らず､また合意書は対象者に渡されていなくてはならない｡ 

 JBIC/NEXI のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにおいて参照すべき対象としている国
際的基準は､環境変化に応じ改訂が加えられていくものであ

り､個々の内容そのものを逐条で盛り込む必要はない｡また､ｶﾞ

ｲﾄﾞﾗｲﾝに直接規定するのではなく､国際的基準を参照する形を

採ることで､個別案件ごとの異なる事情に応じた柔軟な対応が

可能となる枠組みになっていると考える｡ 

 非自発的住民移転及び生計手段の喪失については､現行環境ｶﾞ
ｲﾄﾞﾗｲﾝ上も、対象者との合意の上で実効性ある対策が講じられ

ることを原則としている｡またその際は、地域住民等のｽﾃｰｸﾎﾙ

ﾀﾞｰとの十分な協議が求められる。 
 他方､合意書の取り交わしの義務付けに関しては､国際機関に
おいても行っていないと理解。移転や補償内容の合意に関する

規定は、現行環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの内容で十分であり、合意文書の取

り交わしまで義務付けることは考えていない｡ 

－ 
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先住民

族 

各論 26. 先住民族の合意に関
する要件 

【提言】 
19. 先住民族の合意に関する要件 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが先住民族に影響を及ぼす場合､｢十分な情報が提供さ

れた上での自由な事前の合意(FPIC)が得られていなければなら
ない｣ことを要件とするべきである｡ 
Ex事例 2 ﾎﾞｶﾞﾌﾞﾗｲ炭鉱拡張事業､事例 5 ｻﾝﾛｹ多目的ﾀﾞﾑ事業 

 環境社会配慮は､事業者が現地法令に従って実施するものです
が､ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁが定める社会環境配慮における基本的規範に関

しては､現地法令に定めがない場合でもｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁと内容的に

整合した JBIC/NEXIがｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ規定に沿って事業者に要求す
ることもあると考える｡また､ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに直接規定するのでは

なく､国際的基準等を参照する形を採ることで､個別案件ごと

の異なる事情に応じた柔軟な対応が可能となる枠組みなって

いると考える｡ 

 従来は、現行の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにある通り、先住民族との「十分
な情報が提供された上での自由な事前の協議」（free, prior and 
informed consultation (FPIC)）が国際的にも求められていた
が、IFC PSが”free, prior, and informed consent (FPIC)”を求
める内容に改訂されており､世銀 SP も同様の方向で改訂され
る予定と理解。環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝも同様に修正する方向で検討す

る。 
 一方、IFC PSは「”FPIC”の定義は未だ確立されていない」と
し、例えば「FPIC は全員の合意を必要とするものではなく、
ｺﾐｭﾆﾃｨｰの中の個人やｸﾞﾙｰﾌﾟが明示的に反対している場合でも

達成されうる」と明記している他、FPICを求める場合を、先
住民族固有の権利等に影響が及ぶ場合に限っている。環境ｶﾞｲ

ﾄﾞﾗｲﾝの修正は、このような点にも留意しつつ行う必要がある｡ 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 「JBIC/NEXI の考え方」第

2段落に沿って改訂（JBIC：
第 2部 1.(8)、NEXI：別紙 1）。 

 
【FAQ】 
 FAQ2.7 を 追 加 （ 新 た

な”FPIC”の解釈を記載）。 

その他 

人権 27. JBIC/NEXI による
人権状況の把握 

【提言】 
4. JBIC/NEXIによる人権状況の把握 
JBIC/NEXI は､相手国国内･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ対象地域の自由権及び社会
権に関わる人権状況(ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰによる認識も含む)を把握し､環境
社会配慮が適切に実行されうるかどうかを確認するべきである｡ 
Ex事例 4 ﾊﾞﾀﾝ石炭火力発電所 

 現行の JBIC/NEXI の環境社会配慮確認にも､自然のみならず
人権他の社会面も配慮の対象に含まれていると考える｡ 

 また､JBIC/NEXI が環境社会配慮を求めるのは､ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁに
記載ある project related human rightsとし､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施主
体が自ら具体的に対応することが可能な事象に限定すべきで

ある｡ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施者が直接には対応しきれない事象(例､第三
者の活動に起因する事象等)への対応を要求することは妥当で
はなく､仮に要求したとしても実効性はないと考える｡ 

 現行の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝは｢環境社会配慮とは､自然のみならず､非
自発的住民移転や先住民族等の人権の尊重他の社会面を含む

環境に配慮することを言う｡｣(p.1)とし、人権の尊重を社会面の
重要な一部としており､実務的には人権面の確認も行ってい

る｡ 
 ただし、JBIC/NEXI として確認を行うべきなのは、提言にあ
るような相手国国内・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ対象地域という広範な人権では

なく、あくまでﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関連する人権に対する配慮であると

考える。前回の環境 CA 改訂により､環境社会配慮の対象とし
て人権が追記されたが、これも「project-related human rights 
impacts」とされている。また、IFCの環境・社会持続可能性
に関する政策パラグラフ 12においても、事業が直面する人権
が対象とされている。 

－ 

人権 28. 検討すべき影響への
人権影響の追加 

【提言】 
15. 検討すべき影響への人権影響の追加 
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｢対象ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに求められる環境社会影響｣の｢検討すべ

き影響｣に人権影響を追加するべきである｡ 

 現行の JBIC/NEXI の環境社会配慮確認にも､自然のみならず
人権他の社会面も配慮の対象に含まれていると考える｡ 

 また､JBIC/NEXI が環境社会配慮を求めるのは､ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁに
記載ある project related human rightsとし､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施主
体が自ら具体的に対応することが可能な事象に限定すべきで

ある｡ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施者が直接には対応しきれない事象(例､第三
者の活動に起因する事象等)への対応を要求することは妥当で
はなく､仮に要求したとしても実効性はないと考える｡ 

 上述の通り､現行の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝも人権の尊重を社会面の重要
な一部としている｡ 

 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関連する人権への配慮は重要であり､既に｢検討す
る影響のｽｺｰﾌﾟ｣において､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関連する具体例の多くの

内容をｶﾊﾞｰしているものと認識しているところ､内容の曖昧な

｢人権の影響｣を追記する必要性が感じられない｡環境CA上も､
人権に関する基準や審査ﾂｰﾙ等についてはさらに検討を重ねる

こととしており､現時点で環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの｢検討する影響のｽｺｰ

ﾌﾟ｣に人権を追記することは控えたい｡ 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 「検討する影響のｽｺｰﾌﾟ」に
おいて、人権の尊重が社会的

関心事項に含まれることを

明記（JBIC：第 2部 1.(3)、
NEXI：別紙 1(3)）。 

規定なし 

温室効果ｶﾞｽ 29. 温室効果ｶﾞｽ高排出
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける情

報公開 

【提言】 
8. 温室効果ｶﾞｽ高排出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける情報公開 
JBIC/NEXI は､温室効果ｶﾞｽ高排出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおいて以下の情報
を公開するべきである｡ 
 CO2 換算で年間 2万 5千ﾄﾝ以上の温室効果ｶﾞｽを排出するﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄにおいて､意思決定前に推定排出量及び緩和策を公開し､

意思決定後は､借入人から入手した測定･報告･検証(MRV)結果
を公開する｡ 

 550g-CO2/kWhを超える火力発電ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおいて､意思決定
前に複数のｴﾈﾙｷﾞｰ源を含む代替案検討結果､環境外部費用を含

めたｺｽﾄ比較分析結果､温室効果ｶﾞｽ排出を最小化する最適技術

の検討結果を公開する｡ 
Ex事例 4 ﾊﾞﾀﾝ石炭火力発電事業 

 日本政府は､全世界規模で経済成長や貧困撲滅と両立した形で
温暖化対策を進める重要性が増しているとの認識に立ち､優れ

た環境ｴﾈﾙｷﾞｰ技術で世界に貢献する方針を表明している｡環境

ｴﾈﾙｷﾞｰ技術の世界への移転･普及を通じた温暖化対策への貢献

は､我が国の重要な取組みである｡ 
 OECD は､ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁの環境社会配慮項目に気候変動配慮を追
加した上で､温室効果ｶﾞｽの共通の計測･報告方法に関する更な

る検討を重ねている段階と認識しており､現段階で､｢温室効果

ｶ ﾞ ｽの測定 ･報告 ･検証 (MRV)の実施とその公表 ｣を ､
JBIC/NEXI のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに織り込むことは時期尚早であると考
える｡ 

 環境 CAは、CO2換算で年間 2万 5千ﾄﾝ超の温室効果ｶﾞｽ（以
下「GHG」）を排出すると予測されるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて、年
間排出量の予測値を OECD 事務局に報告するよう定めている
が､報告が行われるのは意思決定後であり、また当該情報が入

手可能な場合に限られる。また、当該報告は計測や報告の方法

論を開発する目的で行われているものであり、OECD 事務局
は､各ECAから報告されたGHG排出量の予測値を公開してい
ないと理解｡ 

 また環境 CA は、火力発電ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの支援について、GHG
排出量の回避策や軽減策に関する報告を踏まえ、さらに検討を

重ねることとしている。これを踏まえ、OECDにおいて、GHG
に関する情報提供や情報公開についても議論が行われている

段階であり、現時点で GHGに関する特別な情報公開を規定す
るのは時期尚早｡ 

－ 

温室効果ｶﾞｽ 30. 検討すべき影響の範
囲への気候変動の追

加 

【提言】 
14. 検討すべき影響の範囲への気候変動の追加 
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｢対象ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに求められる環境社会影響｣の｢検討すべ

き影響のｽｺｰﾌﾟ｣に気候変動を追加するべきである｡ 

 日本政府は､全世界規模で経済成長や貧困撲滅と両立した形で
温暖化対策を進める重要性が増しているとの認識に立ち､優れ

た環境ｴﾈﾙｷﾞｰ技術で世界に貢献する方針を表明している｡環境

ｴﾈﾙｷﾞｰ技術の世界への移転･普及を通じた温暖化対策への貢献

は､我が国の重要な取組みである｡ 
 OECD は､ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁの環境社会配慮項目に気候変動配慮を追
加したが､気候変動に関する具体的な環境社会配慮の内容につ

いては､更なる検討を重ねている段階と認識している｡気候変

動に関する具体的な環境社会配慮の内容が確定していない現

状において､JBIC/NEXI のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ上､｢検討する影響のｽｺｰ
ﾌﾟ｣に｢気候変動｣を織り込むことは時期尚早であると考える｡ 

 気候変動への対応は重要と認識。環境 CAは、公的輸出信用に
おける参加国間の政策の一貫性を図る分野の一つとして、環

境・社会・人権分野と並び、気候変動を挙げている。 
 一方、環境 CAは、気候変動の関連で具体的な環境社会配慮に
関する要件を定めておらず、火力発電ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの支援につい

て、GHG 排出量の回避策や軽減策に関する報告を踏まえ、さ
らに検討を重ねることとしている｡ 

 以上を踏まえると、現時点で「検討すべき影響のｽｺｰﾌﾟ」に気
候変動を追記するのは時期尚早と考える｡ 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 「検討すべき影響のｽｺｰﾌﾟ」
のなお書きとして、「大気」

は温室効果ｶﾞｽを含みうる

が､具体的な環境社会配慮の

要件等についてはｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁ

を踏まえて対応する旨を追

記（JBIC：第２部 1.(3)、
NEXI：別紙 1(3)）。 

【FAQ】 
 現在のｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁや国際金融
機 関 の 対 応 に つ い て ､
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FAQ2.8を追加｡ 

温室効果ｶﾞｽ 31. 温室効果ｶﾞｽ高排出
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける要

件 

【提言】 
17. 温室効果ｶﾞｽ高排出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおける要件 
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ｢対象ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに求められる環境社会影響｣に｢(気候変動
対策)｣の項目を追加し､以下の要件を入れるべきである｡ 
 •CO2換算で年間 2万 5千ﾄﾝ以上の温室効果ｶﾞｽを排出するﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄは､測定･報告･検証(MRV)が行われ､その結果が公開さ
れていなければならない｡ 

 550g-CO2/kWhを超える火力発電ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは､複数のｴﾈﾙｷﾞｰ源
を含む代替案が検討され､環境外部費用を含めたｺｽﾄ比較分析

が実施され､温室効果ｶﾞｽ排出を最小化する最適技術が採用さ

れていなければならない｡ 

 日本政府は､全世界規模で経済成長や貧困撲滅と両立した形で
温暖化対策を進める重要性が増しているとの認識に立ち､優れ

た環境ｴﾈﾙｷﾞｰ技術で世界に貢献する方針を表明している｡環境

ｴﾈﾙｷﾞｰ技術の世界への移転･普及を通じた温暖化対策への貢献

は､我が国の重要な取組みである｡ 
 OECD は､ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁの環境社会配慮項目に気候変動配慮を追
加した上で､温室効果ｶﾞｽの共通の計測･報告方法に関する更な

る検討を重ねている段階と認識しており､現段階において､｢気

候変動対策｣の項目を､JBIC/NEXI のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに織り込むこと
は時期尚早であると考える｡ 

 一部の ECAが GHG排出量の予測値を公表しているが、実績
値や削減量の MRVではない。またほとんどの ECAは排出量
の公表自体を行っていないと理解。 

 環境 CAは、CO2換算で年間 2万 5千ﾄﾝ超の GHGを排出す
ると予測されるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄについて、年間排出量の予測値を

OECD 事務局に報告するよう定めているが､MRV は求めてい
ない。また、報告を求めている排出量の予測値についても、予

測の正確性や方法論について実務者間で経験の蓄積を図って

いる段階。他国とのｲｺｰﾙﾌｯﾃｨﾝｸﾞの観点から､GHG 排出量や削
減量の予測値の公開・測定等を義務付けることは考えていな

い｡ 
 火力発電ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの支援については､上述の通り、環境 CA
においてさらに検討を重ねることとされており、現時点で

GHGに関連した要件を追加することは時期尚早と考える。 

－ 

3. 一般的に影響を及
ぼしやすいｾｸﾀｰ･特性

及び影響を受けやす

い地域の例示一覧 

各論 32. ｢1.影響を及ぼしやす
いｾｸﾀｰ｣の例示ﾘｽﾄへ

の追加 
- 

 他国 ECA において記載されていない環境ｱｾ ｽ ﾒ ﾝ ﾄを､

JBIC/NEXI のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに盛り込むことは､本邦企業による
OECD 加盟国企業との公平･対等な競争を阻害し､ｲｺｰﾙ･ﾌｯﾃｨﾝ
ｸﾞの原則が確保されなくなる虞がある｡一方､既に環境ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛ

ｰﾁ等にて改訂された内容に整合するものについては､その限り

ではない｡ 

【提言】 
 環境 CA の改訂を踏まえ､｢新設の採石場を含む新規のｾﾒﾝﾄ工
場｣を例示ﾘｽﾄに追加することを検討｡ 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 「JBIC/NEXI の考え方」に
沿って改訂（JBIC：第２部 3、
NEXI：3.(2)）。 

各論 33. ｢2.影響を及ぼしやす
い特性｣の例示ﾘｽﾄへ

の追加 
- 

 他国 ECA において記載されていない環境ｱｾ ｽ ﾒ ﾝ ﾄを､

JBIC/NEXI のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに盛り込むことは､本邦企業による
OECD 加盟国企業との公平･対等な競争を阻害し､ｲｺｰﾙ･ﾌｯﾃｨﾝ
ｸﾞの原則が確保されなくなる虞がある｡一方､既に環境ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛ

ｰﾁ等にて改訂された内容に整合するものについては､その限り

ではない｡ 

【提言】 
 環境 CA の改訂を踏まえ､現行の例示ﾘｽﾄにある｢大規模非自発
的住民移転｣を｢大規模な用地取得､非自発的住民移転｣と変更

することを検討｡ 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 用語法統一のため、「大規模
な非自発的住民移転または

大規模な生計手段の喪失」と

変更（JBIC：第２部 3、
NEXI：3.(2)）。 

2014年 8
月以降に

追加され

た論点 

環境ｱｾｽ

ﾒﾝﾄ報告

書

（ESIA
） 

呼称変更 34. 
｢環境ｱｾｽﾒﾝﾄ報告書｣

の｢環境･社会影響評

価報告書｣への変更 

【提言(2014年 8月 1日追加)】 
｢環境ｱｾｽﾒﾝﾄ報告書｣を｢環境･社会影響評価報告書｣と変更するべ

きである｡ 
理由 :OECD 環境ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁでは｢Environmental and Social 

Impact Assessment(ESIA) Report｣という記載で統一されて
いるため｡ 

 OECD ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁの記載に沿った名称とすることに特段の異存
はない。 

 現行の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ上、｢環境社会配慮とは､自然のみならず､
非自発的住民移転や先住民族等の人権の尊重他の社会面を含

む環境（以下｢環境｣）に配慮することを言う｡｣(p.1)となってお
り､現行の｢環境｣には社会影響も含まれる。実務的にも、社会

面を含め環境ﾚﾋﾞｭｰを行ってきており、「社会」を追記するこ

とは必須ではないと認識｡ 
 他方､環境 CAにおいては､提言のとおり｢Environmental and 

Social Impacts Assessment (ESIA) Report｣の記載が使われて
おり､本ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝにおいても｢環境ｱｾｽﾒﾝﾄ報告書｣を｢環境･社会

影響評価報告書｣と変更することも検討可能｡ 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 「環境ｱｾｽﾒﾝﾄ報告書」を、「環
境社会影響評価報告書」と変

更（環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ内各所）。 

  情報公開 35. 

環境･社会影響評価

報告書と､住民移転

計画書及び先住民族

配慮計画書の関係 

【提言(2014年 8月 1日追加)】 
環境･社会影響評価報告書には､環境ｱｾｽﾒﾝﾄ報告書及び環境許認

可証明書に加えて住民移転計画書及び先住民族配慮計画書を含

むこととし､JBIC/NEXI による情報公開の対象文書とするべき
である｡ 
理由:現行ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ第一部では､環境ｱｾｽﾒﾝﾄ報告書及び環境許認可
証明書は JBIC/NEXI の情報公開の対象文書となっているが､
住民移転計画書及び先住民族配慮計画書は一般に公開されて

いる場合の公開対象文書となっている｡一方で､ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ第二

部では両文書の公開が要件となっているおり､実質的に

JBIC/NEXI による情報公開の対象文書となっているため｡ 

 OECD ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁにおいても、ｶﾃｺﾞﾘｰ Aに関する情報公開につ
いては、環境社会影響に関する情報（例えば、ESIA 報告書や
そのｻﾏﾘｰ）とされており、JBIC/NEXI の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝはこれ
と整合していることから、住民移転計画書及び先住民族配慮計

画書を ESIA報告書の構成要素として追記し、情報公開の対象
文書とする必要はないと考える。JBIC/NEXI の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
第 2部は、大規模な非自発的住民移転がある場合や先住民族の
ための対策が必要な場合、現地事業者に対し住民移転計画書及

び先住民族配慮計画書の作成及び公開を求めており、現地事業

者による公開は確保されている。 

 住民移転計画や先住民配慮計画は、ESIA報告書に必ず含まれ
る文書ではないと認識。環境 CA上も、これらの計画が ESIA
の付属文書として添付されうるとの記載はあるものの、添付を

義務付けているものではなく、これらの計画自体を ECAによ
る情報公開の対象文書とはしていない。実際、主要 ECAはこ
れらの計画自体を公開することを定めていないと認識。 

 また､JBIC/NEXI に提出された住民移転計画や先住民配慮計
画は､案件よっては､影響を受ける住民等にのみ公開されてい

る場合があり､この場合は､公開はされているが一般には公開

されていないこともありうる｡ 
 以上より、住民移転計画や先住民配慮計画について、ESIA報
告書と同様の情報公開を行うことは考えていない。借入人を通

じたﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実施者への働きかけにより､一層の情報公開の実

－ 
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ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

の目次 
目次の

小項目 ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝﾃｰ

ﾏ 
項

番 

(論点)見直しの必要
性についての検討ﾎﾟ

ｲﾝﾄ 
NGOの考え方（注１） 産業界の考え方（注２） JBIC/NEXIの考え方 改訂の方向性 

現に努めていきたい｡ 

  記載内容 36. 
別表｢ｶﾃｺﾞﾘA 案件の
ための環境ｱｾｽﾒﾝﾄ報

告書｣の内容 

【提言(2014年 8月 1日追加)】 
別表｢ｶﾃｺﾞﾘA 案件のための環境ｱｾｽﾒﾝﾄ報告書｣は､OECD 環境ｺﾓ
ﾝｱﾌﾟﾛｰﾁ Annex II と同等ﾚﾍﾞﾙにするべきである(もしくは別表を
廃止し､Annex II を参照対象とするべき)｡ 
理由:現行ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの別表｢ｶﾃｺﾞﾘ A 案件のための環境ｱｾｽﾒﾝﾄ報告
書｣は OECD 環境ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁ Annex II と比べて社会面の事項
が含まれていないため｡ 

 各国 ECAの環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝのﾍﾞｰｽとなっているOECD ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰ
ﾁと整合する改訂には異存はない。 

 現行の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの別表は､世銀 SPの OP4.01 Annex Bを
ﾍﾞｰｽに作成されている。環境 CA Annex II は、改訂前は世銀
SPに基づいていたが、改訂後（現行）は IFC Guidance Notes
（2007 年版）に基づいた内容となったため、環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの
別表とは若干の相違がある。現行の環境 CA Annex IIの記載に
沿った内容に修正することも検討可能。 

 一方、環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ上、「環境」は社会影響も含む文言として
使われており、現行の別表でも、社会面の事項は含まれた内容

となっている｡ 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 別表を廃止し、環境 CAを参
照する形に変更（JBIC：第
２部 2別表、NEXI：別表）。 

【FAQ】 
 FAQ2.12 を追加し、現行の
ｺﾓﾝｱﾌﾟﾛｰﾁ上は Annex II を
指す旨およびその内容を説

明。 

 
環境ｶﾞｲ

ﾄﾞﾗｲﾝの

見直し 

環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ

ﾝの見直しの

あり方 
37. 

見直し頻度の変更と

環境 CA 改訂時の見
直し 

  

【提言】 
 JBIC環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの改訂条項を、以下の内容に修正する。 
- 「実施状況の確認に基づき、環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの施行 5年以内に
包括的な検討」となっているものを、「環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの施行

5 年経過後に、5 年間の実施状況の確認を行い、それに基づ
き包括的な検討を行う」こととする。 

- 環境 CAが改訂された場合、JBICの判断により、ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮ
ﾝ会合等での議論を経ずに、環境 CA の規定と整合を図るた
めの環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂を可能とする。 

 環境ﾚﾋﾞｭｰ後数年はﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが建設段階にあることが多く、実
施状況の確認までの期間が短いと十分な確認を行えないこと

から、実施状況の確認まではある程度の期間があることが望ま

しい。また、環境ﾚﾋﾞｭｰにあたっては IFC PS又は世銀 SP及び
EHS ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝへの適合等を確保するとしているため、国際基
準の改訂が自動的に環境ﾚﾋﾞｭｰの基準に取り込まれる仕組みと

なっており、改訂までの期間が延びることで国際基準との齟齬

が生じる可能性が低くなっているため。 
 他方、環境 CAは環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝが直接参照する基準ではない一
方、OECDで様々な分野での議論が行われており、今後も改訂
が見込まれる。環境 CA は、日本を含む OECD 加盟国政府が
合意して改訂されるものであり、その内容も公表される透明性

の高い文書であることから、環境 CAとの齟齬を解消するため
に JBICの判断で環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを改訂しても、恣意的な改訂が
行われるおそれはないこと。 

 なお、NEXI環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝでは上記趣旨での改訂は可能となっ
ているため、修正は行わない。 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 提言第１点目（包括的な検討
の 時 期 ） に つ い て は 、

「JBIC/NEXI の考え方」に
沿って改訂（JBIC：第１部
8）。 

 提言第２点目（環境 CA改訂
の場合）については、「環境

CA との整合を図る必要があ
ると認める場合、透明性の確

保を前提に、改訂を行える」

旨追記（同上）。 
 
【FAQ】 
 FAQ1.5に記載（第２点目の
場合の手続きを記載）。 

 

第２部1. 
生態系

及び生

物相 

環境社会配

慮の内容 38. 
自然生息地等におけ

る環境社会配慮の要

件の追加 

【提言(2014年 8月 18日追加)】 
環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ第２部の生態系及び生物相の項目に、以下の内容を

加える。 
 対象事業が、自然生息地や天然林地域において、著しい転換や
著しい劣化を伴う場合には、自然生息地や天然林地域以外で実

施可能な代替案が存在しないことの確認と、著しい転換や劣化

による影響が緩和されるような十分な設計と実施を確保する

など、技術的妥当性を持つ緩和策を専門的知見に基づいて策定

することを条件とする。 
理由: 世界銀行や IFC の環境社会配慮政策において盛り込まれ
ているにもかかわらず、明示されていなかった、これらの規定

を明記することによって、重要な自然生息地や重要な森林のみ

ならず、自然生息地や天然林地域への影響についても、世銀や

IFC と同程度の対応を行うことを示すことができる。 

 JBIC/NEXIの現行ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ第 2部の「（対策の検討）」や「（基
本的事項）」において、規定されている事項であり現状でも環

境社会配慮の対象となっていると認識しており、追記は不要と

考える。 

 IFC PS や世銀 SP の規定を踏まえ、「生態系及び生物相」の
箇所に以下の趣旨を追加する。 
- ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが自然生息地に及ぼす影響は、専門的知見に基づき
評価する。自然生息地の著しい転換又は著しい劣化を伴う場

合には、実現可能な代替案が検討され、影響の回避が可能で

ない場合には影響の緩和策が検討されなければならない。 
 環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの「重要な自然生息地または重要な森林」という
表現は、IFC PS や世銀 SP の用語法を踏まえ、「重要な自然
生息地」と修正する（文言の解釈に変更はない）。 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
 下記の点に留意しつつ、
「JBIC/NEXI の考え方」に
沿って改訂。（JBIC：第２
部 1.（6）、NEXI：別紙 1(6)） 

 「重要な自然生息地」と「自
然生息地」の扱いが異なるこ

とが分かるように書き分け

る。 
 「自然生息地」には森林を含
むことを明記する。 

【FAQ】 
 「重要な自然生息地（重要な
森林を含む）」「自然生息地

（天然林を含む）」「著しい

転換または著しい劣化」の解

釈につき、FAQ1.2に記載。 
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第２部3. 
影響を

受けや

すい地

域 

例示の見直

し 39. 影響を受けやすい地
域の例示の見直し 

【提言(2014年 8月 18日追加)】 
環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ第２部 3.「一般的に影響を及ぼしやすいｾｸﾀｰ・特性
及び影響を及ぼしやすい地域の例示一覧」の「３．影響を受けや

すい地域(2)国または地域とって慎重な配慮が必要と思われる地
域」を以下の通り修正する。 
① ＜自然環境＞の項目に「自然生息地や天然林地域」を追加 
理由：環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ第２部の生態系及び生物相の項目につい

て、「重要な自然生息地」や「重要な森林」、「自然生息地

や天然林地域」をｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝやﾁｪｯｸﾘｽﾄで明確に位置づけるた

め。 
② 同「イ」を、「生態学的に重要な生息地（珊瑚礁、ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ
湿地、干潟などを含む生物多様性保全において重要な地域）」

に修正（下線部を追加） 
理由：生態学的に重要な生息地は、珊瑚礁、ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ湿地、干

潟に限られないため。 
③ 同「ウ」を、「国内法、国際条約、国際組織等において保護が
必要とされる貴重種の生息地」に修正（下線部を追加） 
理由：世銀や IFC 等では、貴重種について IUCN やﾊﾞｰﾄﾞﾗｲﾌ
の指定なども例示しているため。 

④ ＜社会環境＞「イ」を、「少数民族或いは、先住民族、伝統的
な生活様式を持つ遊牧民の人々の生活区域や、これらの伝統的
ｺﾐｭﾆﾃｨが保護すべきと受け止める地域、もしくは特別な社会的

価値のある地域」に修正（下線部を追加） 
理由：生活区域が必ずしも、保護すべきと受け止める地域に含

まれない場合があるので、FAQ で示している文言を明記し
ておくことで理解を促進するため。 

 追記が提案されているうち第 1点目及び第 2点目は、いずれも
JBIC/NEXI の環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ第 2 部 3.の該当箇所の例示で読み
込める事項であり、現状でも「影響を受けやすい地域」に該当

していると認識しており、追記は不要と考える。 
 「国際組織等」の追記については、様々な国際組織が様々な水
準の指定を行っている可能性があり、対象が無限定に広がりか

ねないと考える。仮に追記するとしても権威ある組織として世

界的に広く認知されている組織が重要な貴重種として指定して

いるものに限定すべきである。 
 また、「これらの伝統的ｺﾐｭﾆﾃｨが保護すべきと受け止める地域」
は、この表現では主観的な判断が入る余地が大きいと考えられ

るため、より定義が明確で、国際基準で保護されるべきとされ

ている地域の定義とも整合した内容の記載とすべきである。 

① ＜自然環境＞のア～ウが「自然生息地」を例示している箇所
であり、総称である「自然生息地」を追記する必要はない。

「天然林地域」は、アの「原生林、熱帯の自然林」として例

示されており、追記不要。 
② 「生物多様性保全において重要な地域」は、「生態学的に重
要な生息地」であり、「イ」そのものなので、追記は不要と

理解。挙げられている具体例はあくまで例示であり、限定列

挙ではない。 
③ 国際機関による貴重種の指定も考慮すべきとの指摘に異論は
ないが、国際組織の定義や、どのような指定まで勘案するか

が明確でない。環境 CAの例示リスト（Annex I）にも国際組
織への言及はなく、文言の追記は行わない。 

④ IFC PSや世銀 SPは、先住民族が文化的・精神的価値を認め
る土地や天然資源に対しての配慮を求めており、JBIC/NEXI
も従来からこのような観点を含めてｶﾃｺﾞﾘ分類を行っている。

このため、「生活区域」に、文化的、精神的な目的で使用さ

れる地域が含まれることの明確化を検討する。 

【環境ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂】 
① 「ア」を「生態学的に重要な
森林（原生林、熱帯の自然林

を含む）」とする。 
② 「イ」の「…干潟等」」を、
「…干潟を含む」」とする。 

③ － 
④ 「JBIC/NEXI の考え方」に
沿って改訂（JBIC：第２部 3、
NEXI：3.(2)）。 

 
【FAQ】 
③世銀 SPや IFC PSが明示的
に参照している基準が「ウ」

に含まれる旨を、FAQ2.3で
明示する。 

 

 
（注 1）それぞれ､以下の資料によるもの｡ 

【提言】:｢国際協力銀行(JBIC)及び日本貿易保険(NEXI)の環境社会配慮ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂に対する NGO 提言｣（｢環境･持続社会｣研究ｾﾝﾀｰ(JACSES)､国際環境 NGO FoE Japan､熱帯林行動ﾈｯﾄﾜｰｸ(JATAN)､ﾒｺﾝ･ｳｫｯﾁ（2014年 2月 12日提出）） 

(意見):｢項番 6｢投融資の意思決定時点で､案件の性質上､環境社会配慮確認に必要な情報が十分に揃っていない場合の環境ﾚﾋﾞｭｰについて｣に関する意見｣（｢環境･持続社会｣研究ｾﾝﾀｰ(JACSES)（2014年 6月 9日提出）） 

【提言(2014年 6月 16日追加)】:｢JBIC/NEXI環境社会配慮ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの実施状況に関する追加質問及び追加提言｣（｢環境･持続社会｣研究ｾﾝﾀｰ(JACSES)（2014年 6月 16日提出）） 

【提言(2014年 7月 16日追加)】:｢JBIC及び NEXIの環境社会配慮確認のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂検討に係る論点の追加 2件｣（熱帯林行動ﾈｯﾄﾜｰｸ（2014年 7月 16日提出）） 

【提言(2014年 7月 18日追加)】:｢JBIC及び NEXIの環境社会配慮確認ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂に係る追加論点「大規模非自発的住民移転」の提出｣（｢環境･持続社会｣研究ｾﾝﾀｰ(JACSES)､国際環境 NGO FoE Japan､ﾒｺﾝ･ｳｫｯﾁ（2014年 7月 18日提出）） 

【提言(2014年 8月 1日追加)】:｢JBIC/NEXI環境社会配慮ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ追加論点（ESIA関連）の提案｣（｢環境･持続社会｣研究ｾﾝﾀｰ(JACSES)（2014年 8月 1日提出）） 

【提言(2014年 8月 18日追加)】:「JBIC 及び NEXI の環境社会配慮確認のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂検討に係る提言の追加」（熱帯林行動ﾈｯﾄﾜｰｸ（2014年 8月 18日提出）） 
 

（注 2）以下の資料によるもの。 

｢国際協力銀行(JBIC)及び日本貿易保険(NEXI)の環境社会配慮確認のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂に関する要望書｣(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ協会､日本機械輸出組合､日本鉄道車両輸出組合､日本ﾌﾟﾗﾝﾄ協会､日本貿易会(2014年 6月 5日提出)) 

｢JBIC/NEXI ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂に係る論点整理についての検討ﾎﾟｲﾝﾄに対する産業界ｺﾒﾝﾄ｣(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ協会､日本機械輸出組合､日本鉄道車両輸出組合､日本ﾌﾟﾗﾝﾄ協会､日本貿易会(2014年 6月 6日提出)) 

｢JBIC/NEXI ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂に係る論点整理についての検討ﾎﾟｲﾝﾄに対する産業界ｺﾒﾝﾄ (項番 1~30)｣(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ協会､日本機械輸出組合､日本鉄道車両輸出組合､日本ﾌﾟﾗﾝﾄ協会､日本貿易会(2014年 7月 15日提出)) 

｢JBIC/NEXI ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂に係る論点整理についての検討ﾎﾟｲﾝﾄに対する産業界ｺﾒﾝﾄ (項番 18、20、24追加)｣(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ協会､日本機械輸出組合､日本鉄道車両輸出組合､日本ﾌﾟﾗﾝﾄ協会､日本貿易会(2014年 8月 5日提出)) 

「NGO追加提案に対する産業界意見」(ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ協会､日本機械輸出組合､日本鉄道車両輸出組合､日本ﾌﾟﾗﾝﾄ協会､日本貿易会(2014年 8月 25日提出)) 


